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株式会社　山梨中央銀行

Ⅰ　平成１７年度決算の概況
１．損益状況
【単体】 (百万円)

平成18年3月期 平成17年3月期比 平成17年3月期
40,822           769              40,053           
42,349           1,103            41,246           
40,143           755              39,388           
41,670           1,089            40,581           

資 金 利 益 36,573           520              36,053           
役 務 取 引 等 利 益 5,081            573              4,508            
そ の 他 業 務 利 益 △ 1,511         △ 337           △ 1,174         
( う ち 国 債 等 債 券 損 益 ) △ 1,527         △ 334           △ 1,193         

679              14               665              
679              14               665              

資 金 利 益 461              7                454              
役 務 取 引 等 利 益 43               0                43               
そ の 他 業 務 利 益 174              6                168              
( う ち 国 債 等 債 券 損 益 ) 0                0                0                

26,506           419              26,087           
14,559           △ 37            14,596           
10,720           482              10,238           
1,226            △ 27            1,253            
14,315           350              13,965           
15,843           685              15,158           

957              4,719            △ 3,762         
13,358           △ 4,370         17,728           

△ 1,527         △ 335           △ 1,192         
3,257            6,504            △ 3,247         
136              129              7                
929              △ 4,866         5,795            
88               △ 111           199              

4,474            2,111            2,363            
△ 62            △ 453           391              

16,615           2,135            14,480           
△ 999           △ 897           △ 102           
△ 163           △ 64            △ 99            

動 産 不 動 産 処 分 益 0 △ 131           131              
動 産 不 動 産 処 分 損 163              △ 68            231              

846              846              -                
10               12               △ 2             

15,615           1,238            14,377           
2,459            △ 2,005         4,464            
5,912            2,024            3,888            
7,244            1,220            6,024            

1,154            △ 4,848         6,002            
929              △ 4,866         5,795            
136              129              7                
88               △ 111           199              
0 0 -                

957              4,719            △ 3,762         

2,111            △ 128           2,239            
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

業 務 粗 利 益

貸 出 金 償 却

(除く国債等債券損益(５勘定尻))
国 内 業 務 粗 利 益

国 際 業 務 粗 利 益

経 費 ( 除 く 臨 時 処 理 分 )

一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額
業 務 純 益

臨 時 損 益
うち国債等債券損益 (５勘定尻)

コア業務純益(除く国債等債券損益)

人 件 費

業務純益(一般貸倒引当金繰入前)
税 金
物 件 費

経 常 利 益
特 別 損 益

動 産 不 動 産 処 分 損 益

個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額
債 権 売 却 損
株 式 等 関 係 損 益
そ の 他 の 臨 時 損 益

個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額

減 損 損 失
そ の 他 の 特 別 損 益

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

貸 倒 償 却 引 当 費 用

(除く国債等債券損益(５勘定尻))

(除く国債等債券損益(５勘定尻))

貸 出 金 償 却
債 権 売 却 損
そ の 他

一 般 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額

法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益

不 良 債 権 処 理 額

－1－



株式会社　山梨中央銀行

【連結】

< 連結損益計算書ベース > (百万円)

平成18年3月期 平成17年3月期

平成17年3月期比

42,168           1,221            40,947           
資 金 利 益 37,017           547              36,470           
役 務 取 引 等 利 益 6,680            638              6,042            
そ の 他 業 務 利 益 △ 1,530         34               △ 1,564         

26,755           824              25,931           
1,621            1,932            △ 311           

貸 出 金 償 却 232              153              79               
個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,512            △ 4,785         6,297            
一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 946              4,278            △ 3,332         
債 権 売 却 損 88               △ 131           219              
株 式 等 関 係 損 益 4,466            2,099            2,367            
そ の 他 △ 64            △ 648           584              

17,033           2,329            14,704           
△ 1,004         △ 908           △ 96            

16,028           1,420            14,608           
2,619            △ 2,285         4,904            
5,937            2,196            3,741            

89               238              △ 149           
7,382            1,270            6,112            

1,834            △ 4,762         6,596            
個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,512            △ 4,785         6,297            
貸 出 金 償 却 232              153              79               
債 権 売 却 損 88               △ 131           219              
そ の 他 0 0 -                

946              4,278            △ 3,332         

2,780            △ 483           3,263            

（注）1．金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　　2．連結粗利益＝（資金運用収益－資金調達費用）＋（役務取引等収益－役務取引等費用）

                   ＋（その他業務収益－その他業務費用）

（連結対象会社数） (社)

平成18年3月期 平成17年3月期

平成17年3月期比

5                0                5                
-                -                -                

経 常 利 益

連 結 粗 利 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 損 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

特 別 損 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

連 結 子 会 社 数

持 分 法 適 用 会 社 数

貸 倒 償 却 引 当 費 用

少数株主利益(△は少数株主損失)

当 期 純 利 益

不 良 債 権 処 理 額

一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額
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株式会社　山梨中央銀行

２．業務純益【単体】 (百万円)

平成18年3月期 平成17年3月期

平成17年3月期比

15,843           685              15,158           

9,761            834              8,927            

14,315           350              13,965           

8,820            596              8,224            

13,358           △ 4,370         17,728           

8,230            △ 2,210         10,440           

　※ コア業務純益 ＝ 業務純益 ＋ 一般貸倒引当金繰入額 － 国債等債券関係損益

３．利鞘【単体】
（全店） (％)

平成18年3月期 平成17年3月期

平成17年3月期比

(Ａ) 1.74             0.09             1.65             

(ａ) 1.91             △ 0.03          1.94             

1.44             0.10             1.34             

(Ｂ) 1.35             0.10             1.25             

(ｂ) 0.02             0.00 0.02             

3.35             1.55             1.80             

(ａ)－(ｂ) 1.89             △ 0.03          1.92             

(Ａ)－(Ｂ) 0.39             △ 0.01          0.40             

（国内業務部門） (％)

平成18年3月期 平成17年3月期

平成17年3月期比

(Ａ) 1.56             △ 0.01          1.57             

(ａ) 1.90             △ 0.04          1.94             

1.30             0.02             1.28             

(Ｂ) 1.16             0.00             1.16             

(ｂ) 0.01             △ 0.01          0.02             

0.00             0.00             0.00             

(ａ)－(ｂ) 1.89             △ 0.03          1.92             

(Ａ)－(Ｂ) 0.40             △ 0.01          0.41             

 (イ) 預金等利回

 (ロ) 外部負債利回

(３)預貸金利回差

(４)総資金利鞘

(１)資金運用利回　　　　　(Ａ)

 (イ) 貸出金利回

 (ロ) 有価証券利回

(２)資金調達原価

(２)業務純益(一般貸倒引当金繰入前)

　職員一人当たり(千円)

(１)コア業務純益

　職員一人当たり(千円)

(４)総資金利鞘

 (イ) 預金等利回

(３)預貸金利回差

(１)資金運用利回　　　　　(Ａ)

 (ロ) 有価証券利回

 (イ) 貸出金利回

(３)業務純益

　職員一人当たり(千円)

(２)資金調達原価

 (ロ) 外部負債利回
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株式会社　山梨中央銀行

４．有価証券関係損益【単体】 (百万円)

平成18年3月期 平成17年3月期

平成17年3月期比

△ 1,527         △ 335           △ 1,192         

62               62               -                

0                0                0                

1,590            397              1,193            

-                -                -                

-                -                -                

4,474            2,111            2,363            

4,544            2,100            2,444            

59               56               3                

11               △ 66            77               

５．ＲＯＥ【単体】 (％)

平成18年3月期 平成17年3月期

平成17年3月期比

コア業務純益ベース（※） 9.72             △ 0.47          10.19            

業務純益ベース（※） 8.20             △ 3.72          11.92            

当期純利益ベース（※） 4.44             0.39             4.05             

※ 　 コア業務純益（業務純益・当期純利益）　

（資本勘定期首残高＋資本勘定期末残高）÷２

６．ＲＯＡ・ＯＨＲ【単体】 (％)

平成18年3月期 平成17年3月期

平成17年3月期比

ＲＯＡ（業務純益ベース、※） 0.52             △ 0.19          0.71             

ＯＨＲ 64.93            △ 0.20          65.13            

※ 　 　　　　　業務純益　　　　　　　　 
（総資産期首残高＋総資産期末残高）÷２

 売却損

 売却損

 売却益

 償還益

 償却

 償還損

 償却

株式等損益（３勘定尻）

 売却益

国債等債券損益（５勘定尻）
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株式会社　山梨中央銀行

７．自己資本比率(国内基準)

【単体】 (百万円)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

(１) 11.84% 0.17% 11.67% 

11.22% 0.11% 11.11% 

(２) 125,626          6,212            119,414          

(３) 6,962            957              6,005            

-                -                -                

-                -                -                

(４) 50               0                50               

(５) 132,538          7,169            125,369          

(６) 1,118,683        44,555           1,074,128        

【連結】 (百万円)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

(１) 11.89% 0.12% 11.77% 

11.27% 0.12% 11.15% 

(２) 126,420          6,449            119,971          

(３) 7,006            286              6,720            

-                -                -                

-                -                -                

(４) 50               0                50               

(５) 133,376          6,735            126,641          

(６) 1,121,038        45,711           1,075,327        

T i e r Ⅰ 比 率

自 己 資 本 (2)+(3)-(4)

リ ス ク ア セ ッ ト

控 除 項 目

負債性資本調達手段等(ロ) 

負債性資本調達手段等

控 除 項 目

自 己 資 本 (2)+(3)-(4)

う ち 自 己 資 本 に 計 上
さ れ た 再 評 価 差 額(イ) 

リ ス ク ア セ ッ ト

(ロ) 

自 己 資 本 比 率

基 本 的 項 目

補 完 的 項 目

自 己 資 本 比 率

基 本 的 項 目

補 完 的 項 目

(イ) う ち 自 己 資 本 に 計 上
さ れ た 再 評 価 差 額

T i e r Ⅰ 比 率

－5－



株式会社　山梨中央銀行

Ⅱ　貸出金等の状況

１．リスク管理債権の状況

   「部分直接償却」は実施しておりません。

【単体】 (百万円)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

破綻先債権額 8,914            2,974            5,940            

延滞債権額 63,384           △ 3,931         67,315           

３カ月以上延滞債権額 428              327              101              

貸出条件緩和債権額 20,339           2,202            18,137           

合　計 93,067           1,572            91,495           

1,480,085        49,935           1,430,150        

(％)

破綻先債権額 0.60             0.19             0.41             

延滞債権額 4.28             △ 0.42          4.70             

３カ月以上延滞債権額 0.02             0.02             0.00             

貸出条件緩和債権額 1.37             0.11             1.26             

合　計 6.28             △ 0.11          6.39             

【連結】 (百万円)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

破綻先債権額 9,227            3,081            6,146            

延滞債権額 64,821           △ 3,897         68,718           

３カ月以上延滞債権額 428              327              101              

貸出条件緩和債権額 20,339           2,202            18,137           

合　計 94,817           1,713            93,104           

1,469,840        49,391           1,420,449        

(％)

破綻先債権額 0.62             0.19             0.43             

延滞債権額 4.41             △ 0.42          4.83             

３カ月以上延滞債権額 0.02             0.02             0.00             

貸出条件緩和債権額 1.38             0.11             1.27             

合　計 6.45             △ 0.10          6.55             

貸出金残高(末残)

貸出金等残高(末残)

貸
出
金
残
高
比

リ
ス
ク
管
理
債
権

貸
出
金
残
高
比

リ
ス
ク
管
理
債
権
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株式会社　山梨中央銀行

「部分直接償却」を実施した場合のリスク管理債権

【単体】 (百万円，％)
部分直接償却実施前 部分直接償却実施後 増     減

破綻先債権額 8,914            2,257            △ 6,657         

延滞債権額 63,384           58,020           △ 5,364         

３カ月以上延滞債権額 428              428              0

貸出条件緩和債権額 20,339           20,339           0

合　計 (Ａ) 93,067           81,046           △ 12,021        

(Ｂ) 1,480,085        1,468,064        △ 12,021        

(Ａ)/(Ｂ) 6.28             5.52             △ 0.76          

【連結】 (百万円，％)
部分直接償却実施前 部分直接償却実施後 増     減

破綻先債権額 9,227            2,332            △ 6,895         

延滞債権額 64,821           58,670           △ 6,151         

３カ月以上延滞債権額 428              428              0

貸出条件緩和債権額 20,339           20,339           0

合　計 (Ａ) 94,817           81,772           △ 13,045        

(Ｂ) 1,469,840        1,456,794        △ 13,046        

(Ａ)/(Ｂ) 6.45             5.61             △ 0.84          貸出金残高比

貸出金残高

貸出金残高比

リ
ス
ク
管
理
債
権

リ
ス
ク
管
理
債
権

貸出金等残高
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株式会社　山梨中央銀行

２．貸倒引当金等の状況

【単体】 (百万円)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

貸倒引当金 33,418           △ 1,683         35,101           

一般貸倒引当金 6,962            957              6,005            

個別貸倒引当金 26,456           △ 2,640         29,096           

【連結】 (百万円)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

貸倒引当金合計 36,115           △ 1,541         37,656           

一般貸倒引当金 8,189            946              7,243            

個別貸倒引当金 27,925           △ 2,488         30,413           

３．リスク管理債権に対する保全率

【単体】 (％)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

81.83            △ 2.23          84.06            

89.31            △ 1.31          90.62            

【連結】 (％)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

82.13            △ 2.18          84.31            

90.77            △ 1.32          92.09            

保全率(一般貸倒引当金を含む)

保全率(一般貸倒引当金を除く)

保全率(一般貸倒引当金を含む)

保全率(一般貸倒引当金を除く)

－8－



株式会社　山梨中央銀行

４．金融再生法開示債権

【単体】 (百万円，％)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

23,146           △ 1,487         24,633           

50,167           656              49,511           

20,768           2,529            18,239           

94,082           1,699            92,383           

1,408,031        46,288           1,361,743        

1,502,113        47,987           1,454,126        

6.26             △ 0.09          6.35             

「部分直接償却」を実施した場合の金融再生法開示債権

【単体】 (百万円，％)

部分直接償却実施前 部分直接償却実施後 増     減

23,146           10,851           △ 12,295        

50,167           50,167           0

20,768           20,768           0

94,082           81,787           △ 12,295        

1,408,031        1,408,031        0

1,502,113        1,489,818        △ 12,295        

6.26             5.48             △ 0.78          

開示債権比率　(Ａ)/(Ｂ)

小　計　(Ａ)

正常債権

合　計  (Ｂ)

開示債権比率　(Ａ)/(Ｂ)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

正常債権

合　計  (Ｂ)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

小　計　(Ａ)

－9－
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５．金融再生法開示債権の保全状況

【単体】
［破産更生債権及びこれらに準ずる債権］ (百万円，％)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

残　高　(Ａ) 23,146           △ 1,487         24,633           
保全額　(Ｂ) 23,146           △ 1,487         24,633           

貸倒引当金 13,273           △ 1,776         15,049           
担保保証等 9,873            289              9,584            

保全率　(Ｂ)/(Ａ) 100.00 0.00 100.00

［危険債権］ (百万円，％)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

残　高　(Ａ) 50,167           656              49,511           

保全額　(Ｂ) 45,456           △ 291           45,747           

貸倒引当金 13,179           △ 865           14,044           

担保保証等 32,277           574              31,703           

保全率　(Ｂ)/(Ａ) 90.60 △ 1.79          92.39

［要管理債権］ (百万円，％)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

残　高　(Ａ) 20,768           2,529            18,239           

保全額　(Ｂ) 11,920           2,206            9,714            

貸倒引当金(※) 3,375            1,085            2,290            

担保保証等 8,544            1,120            7,424            

保全率　(Ｂ)/(Ａ) 57.39 4.13             53.26

※要管理債権の貸倒引当金は、要管理先債権に対する貸倒引当金を、要管理先債権に対する要管理債権

　の割合により按分したものであります。

［合計］ (百万円，％)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

残　高　(Ａ) 94,082           1,699            92,383           

保全額　(Ｂ) 80,522           427              80,095           

貸倒引当金 29,827           △ 1,556         31,383           

担保保証等 50,694           1,982            48,712           

保全率　(Ｂ)/(Ａ) 85.59 △ 1.10          86.69

－10－
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６．業種別貸出状況等

①業種別貸出金【単体】 (百万円)
平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

製 造 業 146,605          △ 5,956         152,561          
農 業 3,804            △ 2,093         5,897            
林 業 261              △ 51            312              
漁 業 35               △ 372           407              
鉱 業 2,128            △ 544           2,672            
建 設 業 84,831           △ 10,767        95,598           
電気･ガス･熱供給･水道業 24,474           △ 3,158         27,632           
情 報 通 信 業 6,838            2,295            4,543            
運 輸 業 45,439           1,333            44,106           
卸 売 ･ 小 売 業 143,919          △ 3,041         146,960          
金 融 ･ 保 険 業 66,089           21,358           44,731           
不 動 産 業 206,156          37,987           168,169          
各 種 サ ー ビ ス 業 182,998          11,927           171,071          
国 ・ 地 方 公 共 団 体 167,234          △ 28,406        195,640          
そ の 他 399,266          29,422           369,844          

②業種別リスク管理債権【単体】 (百万円)
平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

製 造 業 12,151           1,348            10,803           
農 業 117              △ 154           271              
林 業 93               1                92               
漁 業 -                -                -                
鉱 業 20               20               -                
建 設 業 16,495           △ 701           17,196           
電気･ガス･熱供給･水道業 45               △ 29            74               
情 報 通 信 業 59               △ 197           256              
運 輸 業 3,581            △ 2,702         6,283            
卸 売 ･ 小 売 業 22,878           802              22,076           
金 融 ･ 保 険 業 346              △ 37            383              
不 動 産 業 11,692           △ 580           12,272           
各 種 サ ー ビ ス 業 18,231           2,900            15,331           
国 ・ 地 方 公 共 団 体 -                -                -                
そ の 他 7,353            902              6,451            

国 内 店 分
93,067           1,572            91,495           

(除く特別国際金融取引勘定分)

1,430,150        
(除く特別国際金融取引勘定分)

国 内 店 分
1,480,085        49,935           

－11－
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③消費者ローン残高【単体】 (百万円)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

391,426          30,572           360,854          

361,999          33,677           328,322          

29,426           △ 3,106         32,532           

④中小企業等貸出比率【単体】 (％)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

67.89            △ 0.01          67.90            

７．総預金、貸出金等の残高【単体】 (百万円)

平成18年3月末 平成17年3月末

平成17年3月末比

（末残） 2,308,912        28,797           2,280,115        

（平残） 2,285,160        24,966           2,260,194        

うち山梨県内 （末残） 1,972,260        △ 15,954        1,988,214        

（平残） 2,001,180        13,415           1,987,765        

（末残） 1,480,085        49,935           1,430,150        

（平残） 1,399,316        27,648           1,371,668        

うち山梨県内 （末残） 914,858          △ 4,739         919,597          

（平残） 863,955          △ 6,673         870,628          

投資信託窓口販売残高 58,371           31,534           26,837           

国債窓口販売残高 139,244          16,646           122,598          

中小企業等貸出比率

うち住宅ローン残高

うちその他ローン残高

消費者ローン残高

（ＮＣＤ含）

総 預 金

貸 出 金
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８．開示債権情報

《自己査定》、《金融再生法開示債権》、《リスク管理債権》の関係

【リスク管理債権】

破綻先債権
８９億円

その他の債権　２億円

延滞債権
６３３億円

その他の債権
７億円

３カ月以上延滞債権 ３カ月以上延滞債権
４億円 ４億円

貸出条件緩和債権 貸出条件緩和債権
２０３億円 ２０３億円

リスク管理債権合計
＝ ９３０億円

＋
その他の債権
１０億円

  対象債権：   対象債権：   対象債権：貸出金
　　貸出金、支払承諾見返 　　貸出金、支払承諾見返
　　未収利息、仮払金、 　　未収利息、仮払金、
　　外国為替 　　外国為替

　　ただし、要管理債権は
　　貸出金のみ

【金融再生法開示債権】

これらに準ずる債権
２３１億円

破産更生債権及び

正常債権

１４,０８０億円

要管理債権
２０７億円

破綻懸念先
５０１億円 ５０１億円

危険債権

破綻先
９１億円

金融再生法開示債権合計
（正常債権を除く）

正常先等

要注意先

９４０億円

【自己査定債務者区分】

実質破綻先
１３９億円

１２,８４２億円

１,４４５億円

保 全 額
 ２３１億円

（保全率：１００％）

保 全 額
４５４億円

(保全率：９０.６０％)

保 全 額
１１９億円

(保全率：５７.３９％)

保 全 額
８０５億円

(保全率：８５.５９％)
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９．有価証券評価損益

（１）有価証券の評価基準（単・連）
  時価法（評価差額を損益処理）
  償却原価法
  時価法（評価差額を全部資本直入）
  原価法

（２）評価損益

【単体】 (百万円)
平成17年3月末

評価損益 評価損益

平成17年3月末比 評価益 評価損
満期保有目的 0            0            0            0             0            

-            -            -            -             -            
その他有価証券 73,381       20,203       80,907       7,526         53,178       
株式 69,120       37,012       69,174       53            32,108       
債券 △ 4,376     △ 20,070    2,605        6,982         15,694       
その他 8,637        3,262        9,127        490           5,375        

合　　計 73,382       20,204       80,908       7,526         53,178       
株式 69,120       37,012       69,174       53            32,108       
債券 △ 4,376     △ 20,070    2,605        6,982         15,694       
その他 8,637        3,262        9,127        490           5,375        

（注）１．「その他有価証券」については、時価評価しておりますので、上記の表上は、貸借対照表価額
　　　　  と取得価額との差額を計上しております。
　　　２．平成18年3月末における「その他有価証券評価差額金」は、46,781百万円であります。

【連結】 (百万円)

平成17年3月末
評価損益 評価損益

平成17年3月末比 評価益 評価損
満期保有目的 0            0            0            0             0            
その他有価証券 73,511       20,239       81,037       7,526         53,272       
株式 69,250       37,048       69,303       53            32,202       
債券 △ 4,376     △ 20,070    2,605        6,982         15,694       
その他 8,637        3,262        9,127        490           5,375        

合　　計 73,511       20,239       81,037       7,526         53,272       
株式 69,250       37,048       69,303       53            32,202       
債券 △ 4,376     △ 20,070    2,605        6,982         15,694       
その他 8,637        3,262        9,127        490           5,375        

（注）１．「その他有価証券」については、時価評価しておりますので、上記の表上は、連結貸借対照表
　 　 　　価額と取得価額との差額を計上しております。
　　　２．平成18年3月末における「その他有価証券評価差額金」は、46,825百万円であります。

  売買目的有価証券
  満期保有目的有価証券

  子会社株式及び関連会社株式

子会社・関係会社株式

  その他有価証券

平成18年3月末

平成18年3月末
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別冊Ⅱ

～新・第８次長期経営計画「Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ８」と経営理念の具現化に向けて～

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況（平成１７年４月～平成１８年３月）



　　当行では、平成１６年４月からスタートした新・第８次長期経営計画における経営方針の一つとして「地域との共存共栄」を揚げておりますが、本
「推進計画」においても、「地域経済の担い手として産業創造、企業再生支援へ取り組むことが社会的使命である」との強い意志をあらためて明確に
し、下記の通り「事業再生・中小企業金融の円滑化」に取り組みました。

　　「創業・新事業支援機能等の強化」については、（財）やまなし産業支援機構や中小企業支援センターをはじめとする外部支援機関に加え、昨年
より新たに山梨大学や農林漁業金融公庫と協力関係を構築したほか、官民共同で設立した「やまなしベンチャーファンド」の利用、「やまなし産学連
携推進連絡会（リエゾン－Ｙ）」や「富士北麓・東部地域産業クラスター協議会」へ参加するなど支援機能を拡充しました。
　　また、審査担当者を業種別に配置することにより、専門性と審査スキルの向上を図るとともに、営業店への臨店指導を継続実施し、融資審査態
勢の強化に努めました。

　　「取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化」については、山梨中銀経営コンサルティング(株)や技術アドバイザー、（社）中小企業診断協
会山梨県支部等の外部専門家や提携金融機関との連携をさらに深め、広範かつ専門性の高い経営支援機能を提供しました。経営支援機能の提
供方法につきましては、1月より公共・経済団体や研究・専門機関などの外部機関の経営支援メニューをワンストップで提供できる「山梨中銀経営支
援コーディネートサービス」を開始しております。また、本部・営業店が連携した取引先企業に対する経営改善計画策定の取り組みも強化し、支援活
動の裾野を広げました。こうした活動により蓄積した経営支援ノウハウは、行内研修や営業店への臨店指導等を通じ、共有化に努めています。

　　「事業再生に向けた積極的取組み」については、取引先企業への再生支援の取組みにより、１７年度中において、５１先のお取引先の債務者区
分がランクアップいたしました。また、山梨中銀経営コンサルティング（株）および中小企業再生支援協議会等と連携を強化し、取引先企業の事業再
生への取組みを進めました。地域再生についても、地域経済への影響等を考慮しながら、具体策の検討を行っています。

　　「担保・保証に過度に依存しない融資の推進等」については、財務制限条項を活用した商品や、外部保証会社との提携により無担保、保証人不
要の商品を開発するなど、新たな融資手法への取組みを強化し、企業の資金調達の多様化へ対応しました。

　　また、推進管理態勢を強化するツールを新たに策定し、取引先の経営状況、資金ニーズを把握するなかで、取組方針を明確にし融資推進にも努
めてきました。

　　「顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化」については、平成１５年３月に関連規定を整備しておりますが、その後も関係帳票の充
実を図り、各種研修会議等での周知徹底や対応状況の検証を重ね、お客様への説明態勢の充実を図ってきました。相談苦情につきましても、「苦
情・要望等受付簿」をもとに毎週開催する「苦情・事務ミス等検討会」において発生原因の分析を詳細に行い、有効な改善策を検討し再発防止に努
めています。

事業再生・中小企業金融の円滑化事業再生・中小企業金融の円滑化事業再生・中小企業金融の円滑化事業再生・中小企業金融の円滑化
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　　「人材の育成」については、融資業務全般の精通者育成を目的とした「融資エキスパート養成研修」をはじめ、「企業評価力養成研修会議」「融資
審査部スタッフ制度」等、実践的な行内研修を充実させるとともに、行外研修についても地方銀行協会や中小企業大学校等への派遣を積極的に
行ってきました。研修修了者については、「融資関係人事情報交換会」を継続実施し、効果的な人員配置を行っています。
　また、主要業種である建設業および医療業界について審査のポイントを策定、全店配付し、行内のスキルアップを図っています。

　　「事業再生・中小企業金融の円滑化」については、広範かつ専門性の高い経営支援を提供できる態勢整備をより充実させ、支援活動の裾野を広
げるとともに、新たな融資手法の取組みを強化し、企業の資金調達の多様化やソリューション機能の充実を図って参ります。また、相談苦情への対
応をはじめ、顧客への説明態勢の整備・強化と、これらの活動を支える融資に強い人材を育成するため、より実践的な研修も継続して参ります。
　　今後も、様々な施策を展開し、「事業再生・中小企業金融の円滑化」がさらに進展するよう努めて参ります。
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　　「経営力の強化」については、当行全ての業務運営の成否を方向付ける極めて重要な経営課題と位置付け取り組んでおります。

　　「コンプライアンス態勢の強化」については、引続き当行の経営の根幹を成すものとして、引き続き、本部・営業店における法令遵守状況のチェッ
ク体制の強化や、顧客情報の管理・取扱状況の適切性について点検を実施しました。

　　「ＩＴの戦略的活用」については、全ての施策を支える重要な要素であるとの認識のもと、スケジュールに沿って態勢整備に取り組みました。
　　「マーケティング態勢の整備」に向け、営業支援システムの改善、ＤＭセンターの機能拡充および情報サイトを活用した営業強化策を検討する一
方、「ダイレクトチャネルを活用した営業推進と利便性の向上」のため、ネットバンキングのＰＲや今後の施策展開に向けた様々な準備や、県内市町
村を対象に公金業務効率化策を提案するなど、「電子自治体システムへの協力・支援」にも取り組みました。また、業務効率化の施策としての「次期
営業店システムの構築」では、当初スケジュール通りに稼働店の展開を行いました。

　　「リスク管理態勢の充実」については、統合リスク管理態勢の構築に向け、新ＢＩＳ規制への対応とともに、平成17年12月より｢不動産担保登録シ
ステム｣の稼動を開始し、「格付・自己査定システム」等を中心に信用リスク管理態勢の向上に取り組みました。

　　今後も、当行が目指す経営・営業のビジョンに基づき、明確な戦略をもって｢経営力の強化｣を図っていくとともに、制度として期限が設定されるも
のについてはスピード感をもって、その実施に取り組んでいく方針であります。

　　「収益管理態勢の整備と収益力の向上」については、当行の収益構造を改めて分析するとともに、平成17年12月に｢企業カルテ｣を全店に導入
し、取引先への改善提案、金利適正化推進の態勢を強化しました。

　　また、「ガバナンスの強化」については、「財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準」に基づく内部管理態勢の構築に向けて方針策定
に取り組むとともに、統制環境のベースとなる規定・示達管理規定の全面改定および規定・示達作成要領の制定を行いました。

経営力の強化経営力の強化経営力の強化経営力の強化
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　　本項目は、お客様からより深い理解を得ること、またお客様の意見を経営に反映させ、各種施策の実効性を一層高めていくこと等を目的とするも
のであり、前記の「事業再生・中小企業金融の円滑化」や「経営力の強化」を推進するうえで重要な項目であると位置付け、態勢整備に取り組む一
方、地域開発に係る施策については、外に向けた積極的な施策を展開してきました。

　　「地域貢献に関する情報開示」については、ミニディスクロージャーやホームページ等に地域貢献に関する情報を掲載し、よりわかりやすい開示
に努めてきました。
　　「地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立」については、お客様からの苦情・要望をより一層経営に反映するとともに、潜在的な
問題点を洗い出し、さらなる改善・向上につなげるという方針に基づき、新たな態勢を構築しました。

　　「地域再生推進のための各種施策との連携等」では、コミュニティービジネスへの対応として｢山梨中銀NPOサポートローン｣の取扱いを開始し、
指定管理者制度への対応として山梨中銀経営コンサルティング㈱と共同でコンサルティング等を実施するなど、公共業務の民間委譲に関する取組
みを強化しました。

　　今後も、地域の利用者の立場に立ち、情報開示や業務の改善などに取り組むことにより、お客様の満足度向上を図るとともに、地域経済の活性
化・地域社会への貢献という観点から、地域再生に向けた施策の実施および公共業務の民間委譲への対応に取り組んで参ります。

以　上

地域利用者の利便性向上地域利用者の利便性向上地域利用者の利便性向上地域利用者の利便性向上
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【お客様の声を踏まえて行った経営改善について】

　１．インターネット相談に対する対応のさらなる迅速化　（平成１７年７月）

　２．ＥＢの接続円滑化のための回線増設　（平成１７年９月）

　３．ＡＴＭによる入金取扱い時間の延長　（平成１８年３月までにシステム対応済み。実施は１８年４月。）

（１）当行ＡＴＭ

取扱開始時間 取扱終了時間

8:00 21:0021:0021:0021:00

8:00 21:0021:0021:0021:00

8:00 21:0021:0021:0021:00   （注１）　郵貯キャッシュカードの場合、日・祝日の取扱終了時間は２０：００まで。

8:008:008:008:00 21:0021:0021:0021:00   （注２）　8:00～8:45、18:00以降、および土・日・祝日は返済の取扱いを行わない提携先あり。

（２）提携先ＡＴＭ

取扱開始時間 取扱終了時間

8:00 21:0021:0021:0021:00
平日 8:00 19:0019:0019:0019:00
土・日・祝日 9:00 17:00

　　インターネットによる融資相談案件について、管理の厳正化を徹底するとともに、営業店の渉外担当者の行動管理ツールである
「営業支援システム」に相談内容を入力することにより営業店渉外担当者と情報を共有する態勢に改善いたしました。

取引種類

入金（定期預金を含む）（注１）

　　当行では、全ての営業店の窓口・ＡＴＭコーナー等に「お客様ご意見カード」を配置するとともに、ホームページ上にご意見メールのメ
ニューを設け、お客様がいつでも気軽に当行の商品・サービス等に関するご意見・ご要望をお申し出いただける態勢をとっております。
　　寄せられたご意見・ご要望等につきましては、お客様サービス室にて受け付けた後、各所管部が調査・分析するとともに、対応可否お
よび対応スケジュールを検討し、随時改善策を実施いたしております。

　　なお、地域密着型金融推進計画の期間中（平成１７年４月～１８年３月）において、「お客様ご意見カード」等で寄せられた意見・要望等
に基づき実施したサービス改善施策の主なものは以下のとおりです。

　　ATMによる入金・振替等の取扱終了時間を、１８時から最長２１時まで延長いたしました。

　　振込が込み合う時間帯においてＥＢによる振込がスムーズに行えるよう、ＥＢの回線を増設し、お客様のお手続きが迅速に完了
するように改善いたしました。

振替

両替

提携先カードによる返済（注２）

提携先

セブン銀行

日本郵政公社
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【利用者満足度アンケートの実施について】

　　当行では、前述の「お客様ご意見カード」による意見・要望の把握に加え、郵送形式によるアンケート調査を平成１７年１２月中旬に実
施いたしました。
　　このアンケートは、お客様の満足度向上、および新・第８次長期経営計画に掲げた施策の一つであるマーケティング態勢の整備を目
的として、当行とお取引きいただいている、または過去にお取引いただいていた個人のお客様の中から１万人を無作為に抽出し、当行の
イメージ、商品・サービスの評価、等について調査するものです。
　　今後、アンケート結果をもとに、お客様のライフスタイルやニーズを分析し、当行の商品やサービスの品質向上を図ることにより、お客
様の満足度向上につなげて参ります。

　　＜主なアンケート内容＞
　　　○　当行のイメージ
　　　○　当行の商品やサービスに対するご意見
　　　○　窓口の従業員の応対や事務手続きに対するご意見
　　　○　店舗や現金自動預け払い機（ＡＴＭ）の利便性
　　　○　貯蓄や資産運用の際に重視する項目　　等
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１．事業再生・中小企業金融の円滑化１．事業再生・中小企業金融の円滑化１．事業再生・中小企業金融の円滑化１．事業再生・中小企業金融の円滑化

実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年度

以降 １７年度上期～下期

（１）創業・新事業支援機能等の強化（１）創業・新事業支援機能等の強化（１）創業・新事業支援機能等の強化（１）創業・新事業支援機能等の強化

①　融資審査態勢の強化①　融資審査態勢の強化①　融資審査態勢の強化①　融資審査態勢の強化
１．新技術・新事業について、的確な案
件への取組および審査ができる態勢を
強化し、創業・新事業支援機能の充実を
図る。

１．業種別担当者の配置を継続するとともに、これ
らの担当者を｢目利き研修｣等へ参加させ、審査ス
キルをアップする。
２．業種別審査の手法や着眼点を中心に、審査担
当者による臨店指導を継続実施し、営業店融資担
当者のレベルアップを図る。

融資審査
部

１． 地銀協主催の各種研修に
審査担当者を派遣する。
２．審査担当者による臨店指
導等により、業種別審査の手
法や着眼点を中心に営業店の
レベルアップを図る。

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を
継続

１．地銀協主催の「金融業務研究講座（キャッシュフロー分析
コース）」他5講座に審査担当者を派遣した。
２．28ヶ店の営業店臨店指導を実施した。

○

②　産学官および外部支援機関等との連携強化による地場産業・ベンチャー企業等の育成②　産学官および外部支援機関等との連携強化による地場産業・ベンチャー企業等の育成②　産学官および外部支援機関等との連携強化による地場産業・ベンチャー企業等の育成②　産学官および外部支援機関等との連携強化による地場産業・ベンチャー企業等の育成
１．産学官および外部支援機関等との
連携を一層強化し、地場産業・ベン
チャー企業等の育成に積極的に取り組
む。

１．山梨大学との業務連携により協議会を設立し、
当行のネットワークを活用した大学のシーズと企業
のニーズのマッチングを通じて、地場産業、ベン
チャー企業の育成強化を図る。
２．（財）やまなし産業支援機構・中小企業支援セン
ター・ （株）山梨ティー・エル・オー等外部支援機関
との連携スキーム確立により企業支援を行う。
３．日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、商工
中央金庫等政府系金融機関との情報交換会等を
通じて、技術評価等のノウハウを吸収するととも
に、協調投融資等による地域企業の創業、新事業
への支援策を検討する。
４．「やまなしベンチャーファンド」の活用による支援
の実施
５．地場産業、ベンチャー企業支援の成功事例の
行内への周知により意識の昂揚を図る。

公務部 １．山梨大学との包括的業務
連携の締結。具体的取組策の
検討、実施。
２．やまなし産業支援機構等と
の連携による企業支援策の検
討、実施。
３．外部支援機関との情報交
換による案件発掘。
４．「やまなしベンチャーファン
ド」への案件紹介
５．地場産業、ベンチャー企業
支援の成功事例の行内への
周知

１．左記取組策を継続
２．「ビジネスアレンジメ
ント事業」の開催。
３．「関東甲信越・静岡
地区産業クラスターサ
ポート金融会議」に参
画。

左記取組策を継続 １．左記取組策を継
続
２．「ビジネスアレンジ
メント事業」の開催。
３．「関東甲信越・静
岡地区産業クラス
ターサポート金融会
議」に参画。

１．山梨大学と包括的業務連携に関する協定書を締結した。
２．農林漁業金融公庫と業務協力に関する覚書を締結した。
３．当行からの紹介先に対する「やまなしベンチャーファンド」
の投資実績：３件７９．９百万円
４．当行、山梨大学、甲府商工会議所の三者により「やまな
し産学連携推進連絡会（リエゾン－Ｙ）」を発足、「ドラゴン
ゲートプロジェクト」の採択企業を対象に、当行グループにお
いて投融資および情報提供に取組んだ。
５．富士北麓・東部地域産業クラスター協議会に参画すると
ともに、「産業クラスター促進ローン」を新設した。また、同協
議会が実施する「創造技術開発支援プロジェクト」における
分野別の技術研究会が取組んでいる研究テーマ・技術情報
等について、地域開発情報により行内への周知を図った。
６．やまなし産業支援機構、甲府・富士吉田商工会議所、山
梨県商工会連合会、山梨県中小企業団体中央会、山梨大
学、政府系金融機関と「業務連携・協力に関する協定書」を
締結、「山梨中銀経営支援コーディネートサービス」の取扱
いを開始した。
７．山梨中銀経営支援コーディネートサービスの活用事例に
ついて、地域開発情報により行内への周知を図った。
８．「ビジネスアレンジメント事業」を開催した。
（１）平成１７年１０月１７日～１８日：工場訪問（山梨県内４
社）
（２）平成１７年１１月１４日：合同コーディネート会議を開催

○

進捗
状況

実施スケジュール
取組方針及び目標 施策の概要 主管部

下期時点での進捗状況を評価し、以下のとおり表示しておりま
す。
×　・・・未着手　　　△　・・・遅延あり
○　・・・計画通り　　◎　・・・完了
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年度

以降 １７年度上期～下期

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

①経営相談・支援機能の強化①経営相談・支援機能の強化①経営相談・支援機能の強化①経営相談・支援機能の強化
１．中小企業に対するコンサルティング
機能、情報提供機能を一層強化すると
ともに、情報の質の向上、事後管理の
徹底を図る。
２．中小企業支援スキルの向上に向け
た取組みを強化する。

１． 外部専門家（技術アドバイザー等）、山梨中銀
経営コンサルティング㈱及び（社）中小企業診断協
会山梨県支部などによるコンサルティング機能、情
報提供機能の充実を図る。
２．「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」の会員増強を図
り、各種セミナー等を通じて経営情報の提供を強
化する。
３．中小企業支援センターとの情報交換を通じ、地
域企業の支援強化に努める。
４．営業店網及び「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」等
を活用し、中小企業支援センターの利用促進を図
る。
５．中小企業支援センターが開催する創業塾等へ
当行の中小企業診断士等の派遣を継続、同セン
ターの活動を支援する。
６．提供される情報の内容を検証、より有効性の高
い情報収集への行員の認識向上を図る。
７．ビジネス情報などの重要情報については、活用
状況等のチェック態勢を整備し、情報の有効活用
を図る。

公務部
営業統括
部

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を
継続

１．コンサルティング機能の強化により、経営コンサルティン
グ契約、指定管理者制度コンサルティング契約、Ｍ＆Ａアド
バイザリー契約等の受託増加を図った。
２．指定管理者制度活用セミナーを開催（２回）した。
３．「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」の会員増強を図った。（１
８年３月末会員数１，１６１名）
４．「経営後継者育成セミナー」、「価格競争に負けない提案
力・交渉力」他のセミナーを開催した。
５．山梨中銀経営コンサルティングによるＭ＆Ａ成功事例を
紹介、行内での共有化を図った。
６．ビジネスマッチング情報について、進捗状況を一覧表に
し、全行掲示版に掲載した。また、地域開発情報等により情
報活用の好事例を紹介した。
７．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化を図るた
め、当行グループのほか、公共・経済団体や研究・専門機関
などの外部機関の経営支援メニューを、中小企業者のニー
ズに応じて組み合わせ、ワンストップで提供する「山梨中銀
経営支援コーディネートサービス」の取扱いを開始した。
８．中小企業者への情報提供ツールとして、当行をはじめ、
山梨県・国などの公的機関が実施する事業者向けの支援制
度（融資・公的助成金等）の概要を収録した「ビジネスサポー
トガイド」を発行した。
９．地域の中小企業者に対する総合支援策等に係る情報交
換を通じて、地域経済の活性化に取組んでいくことを目的と
して、当行、やまなし産業支援機構、山梨県信用保証協会の
三者による「業務連携・協力の覚書」を締結した。
１０．ビジネスマッチング機能の充実を図るため、特定企業と
の顧客紹介に係る業務提携を行った。

○

１． 外部専門家、技術アドバイザー、山梨中銀経営コン
サルティング㈱及び（社）中小企業診断協会山梨県支
部等との連携を強化し、コンサルティング・情報提供活
動を積極的に展開する。
２．「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」の会員増強を図る。
３．「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」による各種セミナー
（後継者育成セミナー等）の実施。
４．中小企業支援センターとの情報交換の実施。
５．中小企業支援センターからの講師派遣に対する当
行中小企業診断士等の派遣
６．中小企業支援センター機能の行内外への周知
７．情報の内容を検証、情報の質に対する行員の意識
を向上させ、より有効な情報収集を図る。
８．営業情報の活用状況のチェック態勢を構築するとと
もに、好事例紹介を通じた活用手法の共有化を図る。

実施スケジュール 進捗
状況

取組方針及び目標 施策の概要 主管部

8



実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年度

以降 １７年度上期～下期

②健全債権化に向けた取組強化および公表②健全債権化に向けた取組強化および公表②健全債権化に向けた取組強化および公表②健全債権化に向けた取組強化および公表
１．業務提携した金融機関、外部専門家
や山梨中銀経営コンサルティング(株)等
を有効活用し、取引先企業に対し広範
かつ専門性の高い経営支援機能を提供
する。
２．経営改善支援取組み先を拡大し、本
部・営業店の連携による取引先への経
営改善指導を強化する。
３．要注意先債権等の健全債権化に向
けた取組みを強化する。
４．健全債権化等の強化に関する実績
を公表する。

１． 外部専門家や中小企業再生支援協議会等と
連携した専門性の高い経営指導の実施
２． 業務提携した金融機関と共同でのモニタリング
および経営指導の実施
３． 山梨中銀経営コンサルティング(株)との連携強
化
４． 経営改善支援取組み先および経営改善計画
策定先の拡大
５． 経営計画策定ソフトを活用した営業店主体で
の経営改善計画の策定
６．経営改善取組み実績等の公表

融資審査
部

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を
継続

１．当行メインの取引先企業に対し、中小企業再生支援協議
会と連携し経営改善計画を策定した。
２．当行メインの取引先企業に対し、山梨中銀経営コンサル
ティング（株）と連携し経営改善計画を策定した。
３．経営改善支援取組み先を331先へ拡大し、取引先企業へ
の経営改善支援活動を強化した結果、通期で51先の債務者
区分が上昇した。
４．営業店主体による経営改善計画策定の対象先を選定
し、経営計画策定ソフトを活用した計画策定を推進した。
５．当行メインの取引先企業に対し、外部コンサルタントと連
携した経営指導を検討した。
６．金融機関の協調支援体制構築のため、中小企業再生支
援協議会の調整機能を活用した。
７．融資エキスパート養成研修の一環として受講生が各店の
取引先企業に対する経営改善計画を策定するなど、より実
戦的な研修を実施した。

○

（３）事業再生に向けた積極的取組み（３）事業再生に向けた積極的取組み（３）事業再生に向けた積極的取組み（３）事業再生に向けた積極的取組み
１．事業再生の可能性を見極め、取引
先企業に最適な再生策を策定し、事業
再生への取組みを強化する。
２．外部機関の事業再生機能を有効活
用し、多様な事業再生ノウハウの蓄積を
図る。
３．個別企業への再生支援とあわせ、地
域再生への取組みを強化し、地域活性
化に努める。
４．経営支援ノウハウの行内共有化を推
進し、行員の経営支援スキルの向上を
図る。
５．再生支援実績等に関する情報開示
を拡充する。

１．特定の大口与信先に対しては、必要に応じて
再生手法の活用を検討する。
２．企業再生ファンド活用の検討する。
３．DDS、DES等多様な事業再生手法の活用を検
討する。
４．業務提携した金融機関の再生ノウハウの有効
活用を図る。
５．外部機関等との連携強化を図る。
６．地域再生への取組み強化を図る。
７．経営支援ノウハウの行内共有化の推進する。
８．可能な範囲において再生支援実績等に関する
情報を開示する。

融資審査
部

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を
継続

１．山梨中銀経営コンサルティング（株）と連携し、Ｍ＆Ａによ
る事業再生を検討した。
２．各種研修や説明会に積極的に参加し、各種再生手法の
活用可能性を検討した。
３．業務提携した金融機関や外部コンサルタント等と再生手
法について検討会を実施し、事業再生ノウハウを蓄積した。
４．中小企業再生支援協議会主催による実務者連絡会に参
加し、県内金融機関の担当者から企業支援の活動について
情報を収集した。
５．観光地の低迷要因を調査するとともに、地公体と情報交
換し、地域再生について支援活動の連携を協議した。
６．地域再生への取組みについて他行視察を実施し、情報を
収集した。
７．行内研修や営業店への臨店を通じて経営支援ノウハウ
の共有化を推進した。
８．行内研修に中小企業再生支援協議会の支援業務責任
者による講義を組入れ、経営支援ノウハウの共有化を推進
した。

○

進捗
状況

１． 外部専門家、中小企業再生支援協議会等との連携
強化
２． 業務提携した金融機関との共同でのモニタリング、
および経営指導
３． 山梨中銀経営コンサルティング(株)との連携強化
４． 経営改善支援取組み先および経営改善計画策定
先の拡大
５． 経営計画策定ソフトを活用した営業店主体での経
営改善計画の策定
６．経営改善取組み実績等の公表

実施スケジュール
取組方針及び目標

１．特定の大口与信先に対する再生手法の活用を検討
２．企業再生ファンド活用の検討
３．DDS、DES等多様な事業再生手法の検討
４．業務提携した金融機関の再生ノウハウの有効活用
５．外部機関等との連携強化
６．地域再生への取組み
７．経営支援ノウハウの行内共有化
８．可能な範囲での再生支援実績等の情報開示

施策の概要 主管部
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年度

以降 １７年度上期～下期

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

①担保・保証に過度に依存しない融資の推進①担保・保証に過度に依存しない融資の推進①担保・保証に過度に依存しない融資の推進①担保・保証に過度に依存しない融資の推進
１．取引先とのコミュニケーションと合理
的な信用力評価手法の確立により、担
保・保証に過度に依存しない融資手法
の拡充を図る。
２．新たな融資手法への取組みや、融
資プログラムの充実により、中小企業の
資金調達手法の多様化への対応を図
る。

１．「格付・自己査定システム」の構築により、ロー
ンレビュー態勢の強化、格付手法の高度化、信用
リスクデータベースの充実に取組む。
２．包括根保証契約は既に廃止しているが、改正
民法への対応が必要な契約書について、その改
定等に取組む。
３．新たな融資手法へ対応するための行内態勢を
整備するとともに、スコアリングモデル・財務制限
条項・不動産以外の担保等の活用による融資プロ
グラムの充実に取組む。

融資審査
部

１．「格付・自己査定システム」
の開発。
２．改正民法への対応。
３．新たな融資手法に対応す
るための組織態勢の整備。
４．事業性小口ローンへのスコ
アリングモデル活用の拡大。
５．融資プログラムの充実へ向
けて、外部保証会社等との提
携の検討。

１．「格付・自己査定シ
ステム」の開発。
２．外部保証会社等と
の提携の具体化。
３．財務制限条項活用
についての具体的検
討。

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を
継続

１．「格付・自己査定システム」の開発を継続した。
２．改正民法への対応として限定保証約定書を改訂した。
３．新たな融資手法に対応するための組織態勢を整備した。
４．事業性小口ローンへのスコアリングモデル活用を拡大し
た。
５．融資プログラムの充実へ向けて東京信用保証協会や外
部保証会社との提携、財務制限条項を活用した融資商品の
取扱を開始した。 ○

②中小企業の資金調達手段の多様化への対応②中小企業の資金調達手段の多様化への対応②中小企業の資金調達手段の多様化への対応②中小企業の資金調達手段の多様化への対応
１．中小企業の資金調達手段の多様化
への対応
２．財務諸表の精度が相対的に高い中
小企業に対する融資の推進

１．信用保証協会等と連携した無担保ローン等の
商品開発
２．外部保証機関を活用したリスクテイク商品の開
発
３．個社別の状況に応じた取組方針を明確にする
ことで、的確な融資商品の提案、各種支援の提供
を行う。
４．ＴＫＣ会員との交流を深め、融資案件の紹介・持
込みの増加を図る。

営業統括
部

１． 融資商品の商品性に応じ
た効果的な活用を図る。
２． 個社別の経営状況、資金
ニーズ把握するなかで、個社
別取組方針の明確化を図り、
効果的な推進を行う。
３． ＴＫＣ会員との交流促進、
案件持込みの依頼を強化す
る。

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を
継続

１．中小企業向けローンを活用した事業性融資増強運動を
展開、個社別の実状に適した融資推進を図った。
２．個社別の推進管理態勢を強化するツールを制定した。平
成１８年３月からシステム対応とし、同ツールの対象先を拡
大するとともに取引先のニーズに対する的確な経営情報の
提供および融資推進に注力した。
３．ＴＫＣ会員との交流促進については、県内地区合同の「交
流会・情報交換会」の４月開催に向けて準備を進めた。

○

進捗
状況

施策の概要 主管部
実施スケジュール

取組方針及び目標
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年度

以降 １７年度上期～下期

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

①　顧客への説明態勢の整備①　顧客への説明態勢の整備①　顧客への説明態勢の整備①　顧客への説明態勢の整備
　　　　　　　　　　　　 １．取引先との相互理解を醸成するた

め、与信取引における説明態勢の充実
を図る。
２．説明態勢について行内での検証・指
導を実施し、その定着を図る。

１．与信取引に係る各種契約書の内容について、
行内での周知徹底。
２．取引先への説明のポイントを明確にした「説明
マニュアル」の策定。
３．営業店における対応状況の検証・指導。

融資審査
部

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を
継続

１．各種研修会議において、融資契約の法的根拠等につい
て説明を実施した。
２．融資審査部指導役臨店、監査部検査、「融資案件謝絶報
告書」等により、営業店の対応状況を検証するとともに、指
導を実施した。 ○

②　相談苦情処理機能の強化②　相談苦情処理機能の強化②　相談苦情処理機能の強化②　相談苦情処理機能の強化

１．苦情処理という域に止まらず、苦情
発生原因をより詳細に分析するととも
に、再発防止のための取組みを強化す
る。

１．苦情発生に至った原因について、苦情発生部
署における原因分析を詳細かつ多面的に行うよう
徹底する。
２．営業店に対する苦情事例の還元内容に｢原因
分析｣、「問題点」、「正しい対応」等を記載し改善を
図る。

経営管理
部

１．報告での詳細・多面的な分
析を徹底する。
２．苦情事例の還元方法を改
善する。

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を
継続

１．毎週水曜日の苦情・事務ミス等検討会で詳細かつ多面
的な原因分析を行った。
２．営業店への苦情事例の還元方法を改善し、苦情の再発
防止を強化した。

○

（６）人材の育成（６）人材の育成（６）人材の育成（６）人材の育成
１．企業の将来性・技術力を的確に評価
することにより、中小企業金融の円滑化
を推進するため、「目利き」能力の向上
を図る。
２．取引先の事業再生に向けた取組み
を強化するため、なお一層、経営支援能
力の充実を図る。

１．「融資エキスパート養成研修」を軸とする行内研
修、および行外への行員の派遣を継続実施すると
ともに、効果的な人員配置により、行内のスキル
アップに取組む。
２．主要な業種について、「目利き」のポイントを集
約し、実務上の活用に取組む。

融資審査
部
人事部

左記取組策を
継続

１．「目利き」能力の向上・経営支援能力の充実を図るため、
「融資エキスパート養成研修」を頂点とする以下の行内研修
に取り組んだ。
・平成１７年５月および１１月より第３・４回「融資エキスパート
養成研修」を実施した。（受講者計１６名）
・平成１７年度「融資審査部スタッフ制度」研修生２名を５月
から融資審査部に配属した。
・「企業評価力養成研修会議」（２２名参加）、「支店長対象融
資研修会議」（７６名参加）、「役席対象融資研修会議」（２回
延べ１４８名参加）、「融資業務研修会議」（９５名参加）、「法
人渉外研修会議」（３１名参加）等の集合研修を実施した。
２．地銀協主催の「目利き」研修（１９名）、「中小企業支援ス
キル向上」研修（１８名）、「企業再生支援人材育成」研修（３
名）、および中小企業大学校（２名）等、外部研修への派遣を
実施した。
３．効果的な人員配置を目的とする「融資関係人事情報交換
会」を実施した。
４．建設業および医療業界についての審査のポイントを策定
し、営業店に配付した。

○

進捗
状況

１．各種研修会議において、融資契約の法的根拠等に
ついて、徹底する。
２．与信取引に係る「説明マニュアル」を策定するととも
に、説明会を開催し徹底する。
３．融資審査部指導役臨店、監査部検査、「融資案件謝
絶報告書」等により、営業店の対応状況を検証するとと
もに、指導を実施する。

１．「融資エキスパート養成研修」を頂点とする行内研修の継続実施
２．行外研修および中小企業大学校への行員の派遣
３．効果的な人員配置を目的とする「融資関係人事情報交換会」の継続実施
４．主要業種について審査のポイントを集約

主管部取組方針及び目標
実施スケジュール

施策の概要
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２．経営力の強化２．経営力の強化２．経営力の強化２．経営力の強化

実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年度

以降 １７年度上期～下期

（１）リスク管理態勢の充実（１）リスク管理態勢の充実（１）リスク管理態勢の充実（１）リスク管理態勢の充実

①　統合リスク管理態勢構築・新ＢＩＳ規制への対応①　統合リスク管理態勢構築・新ＢＩＳ規制への対応①　統合リスク管理態勢構築・新ＢＩＳ規制への対応①　統合リスク管理態勢構築・新ＢＩＳ規制への対応
１．統合リスク管理態勢の構築に向けリ
スクの可視化に取組む。
２．リスク管理態勢の文書化に取組む。
３．新ＢＩＳ規制に関しては、１９年３月末
の新規制開始当初、信用リスクは「標準
的手法」、オペレーショナル・リスクは「基
礎的手法」を用いて算出する。その後
は、より高度な手法に移行すべく、内部
管理態勢の整備を図る。

１．各種リスク量を計測し、経営体力との比較をＡＬ
Ｍ委員会等において定例報告し、リスク量のモニタ
リングを行う。
２．リスク量の計測を予算策定や収益計画の策定
へ活かすべく検証を行い、その結果を用いて規定
や細則等へ文書化していく。
３．１９年３月末に、新ＢＩＳ規制に対応した自己資
本比率の算出を行うべく、システム対応を図る。
４．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」において、本部各
部の連携をとり、新ＢＩＳ規制に対応できる内部管
理態勢の整備を進めていく。

経営管理
部

１．統合リスク量と経営体力の
比較を定期的に報告
２．「新ＢＩＳ規制対応作業部
会」を設置

１．新ＢＩＳ規制の信用リ
スク・アセット算出のシ
ステム開発
２．オペレーショナル・リ
スクに対する内部管理
態勢の検討

１．統合リスク管理規
定の文書化
２．新ＢＩＳ規制に対
応した自己資本比率
の試算

１．資本配賦手法の
実践
２．新ＢＩＳ規制にお
けるより高度な算出
手法への態勢整備

１．新ＢＩＳ規制
のより高度な手
法での自己資
本比率の試算

１．ＡＬＭ委員会において、各月の統合リスク量の計測結果
を報告し、経営体力との対比による健全性の検証を行った。
２．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」を設置し、信用リスク・アセッ
ト算出のためのシステム構築を進めた。

○

②　信用リスク管理態勢の向上②　信用リスク管理態勢の向上②　信用リスク管理態勢の向上②　信用リスク管理態勢の向上
１．自己査定および担保評価の精度向
上に取組むとともに、その検証態勢の強
化を図る。
２．信用リスクの評価手法について充実
を図る。

１．「格付・自己査定システム」の構築、および「不
動産担保登録システム」のリニューアルによる、自
己査定・担保評価の精度向上。
２．地銀協「信用リスク情報統合システム（ＣＲＩＴ
Ｓ）」の有効活用による信用リスクの評価。

融資審査
部

１．「格付・自己査定システム」
の開発。
２．「不動産担保登録システ
ム」のリニューアル。
３．「ＣＲＩＴＳ」への基礎データ
投入。

１．「格付・自己査定シ
ステム」の開発。
２．「不動産担保登録シ
ステム」の稼動。
３．「ＣＲＩＴＳ」の活用に
よる信用リスク量の算
出。

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を
継続

１．「格付・自己査定システム」の開発を継続した。
２．「不動産担保登録システム」の稼動を開始した。
３．「ＣＲＩＴＳ」へ基礎データを投入し、四半期毎の信用リスク
量を試算した。

○

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上
１．当行の経営資源を傾斜配分すること
により、「選択と集中」を実践し、業務の
再構築を図っていくために、様々な角度
から採算性の評価を行い、経営判断資
料として提供していく。
２．格付と自己査定の整合性を確保する
とともに、信用リスクを評価するための
データ整備を図る。
３．個社別採算管理の強化を図るため
にも、信用リスク評価に基づく金利体系
について、なお一層の定着と推進を図
る。

１．多角的な採算性評価による経営管理資料の提
供
２．「格付・自己査定システム」の構築により、ロー
ンレビュー態勢の強化、格付手法の高度化、信用
リスクデータベースの充実に取組む。
３．ガイドライン金利のデータベース化と取引先へ
の提案ツールの充実に取組むことにより、個社別
採算管理を強化する。

経営企画
部

１．営業店部門のマーケット別
採算の研究
２．「格付・自己査定システム」
の開発
３．ガイドライン金利のデータ
ベース化の開発
４．取引先への提案ツールの
試行活用

１．営業店部門のマー
ケット別採算の算出
２．「格付・自己査定シ
ステム」の試行稼動
３．ガイドライン金利の
データベース化の活用
４．取引先への提案
ツールの本格活用

１．リスク情報と収益
情報の一体化に向け
た研究
２～３．左記取組施
策を継続する。

左記取組策を継続 １．当行の運用資産の構成状況につき、同規模他行に対し
アンケートを実施し、当行の収益体質について検証した。
２．「格付・自己査定システム」の開発を継続した。
３．ガイドライン金利をデータベース化し、融資関係帳票への
表示を開始した。
４．取引先への提案ツールについて２ｶ店で試行活用を開始
した。

△

（３）ガバナンスの強化（３）ガバナンスの強化（３）ガバナンスの強化（３）ガバナンスの強化

①財務内容の適正性の確認①財務内容の適正性の確認①財務内容の適正性の確認①財務内容の適正性の確認
１．財務内容の適正性の確保に向け、
取組みを強化する。
２．有価証券報告書へ証券取引法に基
づく「確認書」（以下、「証取法確認書」と
いう）を添付する。
３．「財務報告に係る内部統制の評価及
び監査の基準」に基づき、財務報告等
に係る内部管理体制（内部統制）を構築
する。

１．内部管理体制構築プロセスの検討・決定
２．内部分掌規定、業務プロセス等の文書化・整備
３．内部管理体制の整備状況と運用の有効性の評
価
４．内部管理体制に係る報告書（確認書）の作成

経営企画
部

１．「証取法確認書」添付に向
けての体制整備
２．「財務内容の適正性」に係
る内部監査態勢の検討

１．内部管理体制構築
プロセスの検討・決定
２．証券取引法に基づく
「証取法確認書」の添付
３．「財務内容の適正
性」に係る内部監査態
勢の整備

１．内部分掌規定、
業務プロセス等の文
書化・整備
２．「財務内容の適正
性」に係る内部監査
の実施・改善

１．内部分掌規定、
業務プロセス等の文
書化・整備

１．内部管理体
制の整備状況と
運用の有効性
の評価
２． 内部管理体
制に係る報告
書（確認書）の
作成

１．「証取法確認書」添付に向けて、具体的な体制整備の図
り方について検討を行った。
２．財務諸表及び有価証券報告書作成に係る各種業務マ
ニュアルを制定した。
３．「財務内容の適正性」に係る内部監査の実施に向けて検
討を行い、監査手法、監査スケジュールを策定した。
４．「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」（日
本版ＳＯＸ）へ対応するための内部管理態勢構築の基本方
針について検討した。

○

②　統制環境の整備②　統制環境の整備②　統制環境の整備②　統制環境の整備
１．多様化・複雑化した業務を的確・迅
速に処理するため、規定・示達等の命
令・伝達ルールおよび意思決定プロセス
を改善し、統制環境を整備する。

１．規定・示達に関する基本規定を改定する。
２．規定類の整備およびわかりやすさの向上を図
る。
３．職務権限規定、各種会議等を見直す。

経営企画
部

１．規定・示達ルール検討プロ
ジェクトチームの立上げ
２．意思決定プロセスの問題点
の整理

１．規定・示達ルール策
定
２．意思決定プロセス改
善案の策定

１．新たなルールに
則った運用開始・定
着化

１．新たなルールの
定着化・検証

１．内部統制確
立への取組み
強化

1.行内LANの｢規定整備状況一覧｣により、規定類の整備状
況の進捗管理を行った。
２．規定・示達管理規定の全面改定および規定・示達作成要
領の制定を行い、本部各部へ徹底した。
３．規定・示達閲覧システムの4月稼動に向けて立上げ準備
をすすめるとともに、各種規定の電子化およびシステム登録
作業に着手した。
４．意思決定プロセス改善案を策定した。

○

実施スケジュール 進捗
状況

施策の概要 主管部取組方針及び目標
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年度

以降 １７年度上期～下期

（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化
１．営業店に対する法令等遵守状況の
点検を強化し、法令等遵守への取組み
を一層高める。
２．適切な顧客情報の管理・取扱いを徹
底する。

１．コンプライアンス・プログラムの重点目標に「風
通しの良い職場づくり」を掲げ、継続的に良好なコ
ミュニケーションづくりの意識付けを行うことで、職
場での相互点検による不祥事の防止を図る。
２．コンプライアンス・チェックシートにより、重要な
法律への対応状況についての自己点検を継続実
施する。
３．顧客情報の取扱いに関する点検シートにより、
自己の情報管理に対する取組み姿勢をチェックす
ることを継続する。
４．研修会議等、様々な機会を使って、適切な顧客
情報管理を徹底する。

経営管理
部

１．コンプライアンス・チェック
シートによる自己点検を実施
し、点検状況を監査部の臨店
検査において検証する。
２．顧客情報の取扱いに関す
る点検シートによる自己点検を
実施する。

１．左記施策を継続実
施するとともに、実効性
を検証し、改善を図る。

１．左記施策を継続
実施するとともに、実
効性を検証し、改善
を図る。

１．左記施策を継続
実施するとともに、実
効性を検証し、改善
を図る。

１．左記施策を
継続実施すると
ともに、実効性
を検証し、改善
を図る。

１．法令等遵守状況、「風通しの良い職場づくり」への取組状
況を確認するため、コンプライアンス・チェックシートによる自
己点検を、上半期、下半期とも各３回実施した。また、監査部
の臨店検査による検証を行った。
２．顧客情報管理態勢の実効性を点検すべく上半期は「顧客
情報の取扱いに関する点検シート」により、下半期は同点検
シートの内容を一部変更した「顧客情報管理態勢チェックリ
スト」により全店点検を行った。

○

（５）ITの戦略的活用（５）ITの戦略的活用（５）ITの戦略的活用（５）ITの戦略的活用

①　マーケティング態勢の整備①　マーケティング態勢の整備①　マーケティング態勢の整備①　マーケティング態勢の整備
１．顧客ニーズ・指向を認識したコンサ
ルティング営業を実践するためのインフ
ラ整備を行う。
２．各顧客とのコンタクトチャネルにおい
て、顧客に関する情報が共有化され、統
一感のある対応が適時・適切に行える
インフラ整備を行う。

１．顧客データベース（トランザクションデータ）の整
備
    データ分析を行い、ＤＭ・テレマ、営業店推進活
動へ展開する。
２．営業支援システムの機能拡充
　　マニュアル整備、集合研修・推進役臨店による
指導等により情報を活用した営業推進態勢を強化
するとともに、ログ分析により適時・適切な指導態
勢を整備する。
３．ダイレクトマーケティングセンター（以下「ＤＭセ
ンター」という）のシステム更改・機能拡充
　　ＦＡＱ、スクリプト整備を行うとともに、交渉履歴
情報を営業支援システムと共有することにより、統
一感のある顧客対応（テレマ、フリーダイヤル）を実
現するため、コール内容の録音診断等を行う。
４．法人・個人事業主向け情報サイトの立上げ
　　顧客閲覧情報、および制度改正等に伴う営業
情報・推進ツールを営業店に還元し、コンサルティ
ング営業力の強化を図る。

営業統括
部

１．トランザクションデー
タの整備
２．営業支援システムの
機能拡充（法人経営情
報）

１．ＤＭセンターのシ
ステム更改・機能拡
充の検討
２．法人・個人事業主
向け情報サイトの立
上げの検討
３．営業支援システ
ムの機能拡充（情報
連携の強化）（検討）

１．マーケティングに
よりセグメントした顧
客に対する商品・
サービスの営業の実
施（試行）を検討
２．DMセンターのシ
ステム更改・機能拡
充の検討
３．法人・個人事業主
向け情報サイトの立
上げの検討

18年度下期の
取組を継続

１．トランザクションデータ（顧客取引データ）の項目を見直
し、17年9月データから蓄積を開始した。
２．アンケート調査を実施し、アンケート結果に基づく顧客構
造分析を行った。これにより、セグメント別の顧客ニーズを把
握した。
３．営業支援システムの実効性を高めるための機能改善を
行った。また、ビジネスマッチングに活用するための、法人経
営情報登録機能を追加した。
４．ＤＭセンターの機能拡充およびシステム更改に向け、新
システムの導入を検討した。
５．法人・個人事業主向け情報サイトの要件、営業活動への
活用方法等について検討を行った。

○

② ダイレクトチャネルを活用した営業推進と利便性の提供② ダイレクトチャネルを活用した営業推進と利便性の提供② ダイレクトチャネルを活用した営業推進と利便性の提供② ダイレクトチャネルを活用した営業推進と利便性の提供
１．ダイレクトチャネルの利用意向の強
い顧客、営業時間内に来店が難しい顧
客に利便性を提供するため、ダイレクト
チャネルの機能拡充を図るとともに、顧
客のサービスに対する認知度の向上を
図る。
２．ダイレクトチャネルによる営業推進に
プッシュ型の手法を確立することにより、
当行のマーケティング戦略とリンケージ
した低コストで効果のある営業推進態勢
を確立する。

１．個人向けインターネットバンキングの機能拡充
（リスク性商品販売機能、新決済機能の追加）
　　広告メディア・ＩＴフェアおよびＤＭ・営業活動を通
じて、新機能の利便性を告知する。
２．個人向けインターネットバンキングの利便性告
知による利用顧客の増加と利用率の向上
　　ご利用ガイドの改定を行い、ヘルプデスクによ
る操作指導を強化して、利用率の向上を図る。ま
た、営業店および本部企画によるＤＭ・テレマを実
施し、主にネットバンキングの利便性の顧客認知
度向上を図る。
３．ホームページの高度化
４．電子メールを活用したＤＭ推進態勢の整備

営業統括
部

１．個人向けネットバンキング
の利便性告知（ＤＭ等）

１．個人向けネットバン
キングの利便性告知（Ｄ
Ｍ等）
２．ネットバンキングへ
の民間版マルペイ機能
の追加
３．個人向けネットバン
キングのご利用ガイド
の改定
４．ホームページの高度
化
５．電子メールを活用し
たＤＭ推進態勢の整備

１．個人向けネットバ
ンキングの利便性告
知（ＤＭ等）
２．ホームページの
高度化
３．個人向けネットバ
ンキングへの投資信
託受付機能の追加を
検討
４．法人向けネットバ
ンキングへの外為取
引の追加を検討
５．電子メールを活用
したＤＭ推進体制の
整備の可否の検討

18年度上期の取組を
継続する。

18年度下期の
取組を継続す
る。

１．個人向けネットバンキングの利便性告知については、Ｄ
Ｍ等を通じて継続的に行った。
２．ネットバンキングへの民間版マルチペイメント機能を追加
した。（平成17年10月）
３．個人向けネットバンキングのご利用ガイドを改定した。
（平成17年11月）
４．個人および法人向けネットバンキングでの振込におい
て、口座番号入力による振込人名の自動表示機能を追加し
た。（平成17年5月）
５．個人および法人向けネットバンキングでの暗証番号入力
等において、ソフトウェアキーボード入力機能を追加した。
（平成17年12月）

○

進捗
状況

施策の概要取組方針及び目標 主管部
実施スケジュール

13



実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年度

以降 １７年度上期～下期

③　電子自治体システムへの協力・支援③　電子自治体システムへの協力・支援③　電子自治体システムへの協力・支援③　電子自治体システムへの協力・支援
１．地域金融機関の重要な使命として、
電子自治体システムへの協力・支援に
積極的に取組んでいく。

１．山梨県のマルチペイメントネットワーク導入によ
り、行政の効率化が早期に達成できるよう指定金
融機関として積極的に協力・支援する。平成１９年
４月取扱開始予定の山梨県のワンストップサービ
ス導入を支援する。
２．県内各市町村に対して、将来のマルチペイメン
トネットワーク利用を見据えて、さらに業務の効率
化の観点からマルチペイメント対応帳票への統一
化・収納データ作成代行サービスを推進する。

公務部 １．マルチペイメントネットワー
ク導入支援。
２．帳票の統一化・収納データ
作成代行サービス推進。

１．左記取組策を継続
２．口座振替受付サー
ビスの推進
３．公共料金明細サー
ビスの推進

左記取組策を継続 左記取組策を継続 １．平成１９年４
月、山梨県にお
いてワンストッ
プサービス（車
庫証明発行手
数料および自動
車取得税・自動
車税の電子納
付）取扱開始予
定。

１．山梨県とマルチペイメント導入に関する情報交換を実施
した。
２．県内市町村を対象に「公金業務の効率化に関する説明
会」を開催し、業務効率化策を提案した。
３．収納データ作成代行サービスは５自治体で導入を決定、
口座振替受付サービスは３自治体で導入予定となった。

○

④　次期営業店システム構築④　次期営業店システム構築④　次期営業店システム構築④　次期営業店システム構築
  イメージ処理などの最新のＩＴ技術を活
用した新機能を導入し営業店事務の削
減・事務効率化を図るとともに、本人確
認機能などを活用し堅確性の向上を図
る。

営業店端末を最新パソコンに更改しイメージ処理
を活用したワークフロー、印鑑照合機能、窓口支払
における暗証番号入力による本人確認などの新機
能を導入し、営業店事務の効率化、堅確性向上を
図る。

事務統括
部

 ７月より試行、９月より順次展
開

順次展開 ８月にて全店展開終
了
７月に新為替ＯＣＲシ
ステムの試行開始

 １０月に新為替ＯＣＲ
システムの全店での
取扱開始

１．平成17年7月より２ヶ店にて試行を開始し、試行店の要
望・意見に基づき機能追加・改善を行った。平成17年9月より
６ヶ店（試行店を含む）にて本番稼動を開始した。以降、順次
展開を実施。あわせて一部店舗のネットワーク増速対応を実
施した。
２．文書管理システムの公開に備え、規定の改定方法や通
牒の書体・発刊ルールを決定した。
３．新為替ＯＣＲシステムの更改に向け、要件定義を行い、
更改内容を決定した。また、システム更改にあわせ、新為替
サーバの電算センター設置および為替ＯＣＲセンターと電算
センター間の専用回線敷設を検討した。

○

⑤　偽造・盗難カード問題への対応⑤　偽造・盗難カード問題への対応⑤　偽造・盗難カード問題への対応⑤　偽造・盗難カード問題への対応
  偽造・盗難キャッシュカード問題への
対策として「偽造カードを作られないた
め」の方策、「偽造カード使用や盗難
カードによる成りすまし」への防止策、
「被害拡大防止」に向けた対応策につい
て対応する。

１．ＩＣキャッシュカードの導入を行い、キャッシュ
カードの偽造防止を行うとともに、多機能化による
顧客利便性向上を図る。
２．ＩＣキャッシュカードの導入と併せ「生体認証」
（掌静脈、指静脈 等）の導入を検討し、偽造カード
取引や盗難カードによる不正払出しの防止を図
る。
３．異常な引出しを検知するシステム、総合口座に
おける当座貸越利用限度額の制限などの導入を
検討し、被害拡大防止を図る。

事務統括
部

ＡＴＭでの支払限度額任意設
定

１日あたりの利用限度
額引下げ

１．ノンゼロ暗証カー
ド保有者へのＤＭ発
送とノンゼロ暗証カー
ドの取引制限対応
２．顧客からの喪失
届受付の２４時間有
人対応

ＩＣキャッシュカード導
入

生体認証導入 １．ＩＣキャッシュカード導入と生体認証導入について、ＩＣチッ
プへの搭載機能、ＯＳ、容量、生体認証方式および導入スケ
ジュールの検討を行った。
２．ＡＴＭ画面の暗証番号入力キーのスクランブル化および
ＡＴＭにて支払限度額引下げを可能とするサービスを１７年７
月より開始した。
３．１７年１０月、ＡＴＭにおける１日あたりの現金支払、振込
振替の支払限度額を２００万円へそれぞれ引下げた。
４．勘定系システムにて「異常な引出しを還元帳票として打
出し、顧客に確認する仕組みを１８年３月に開始した。

○

⑥　リスク管理の高度化に向けたＩＴ活用⑥　リスク管理の高度化に向けたＩＴ活用⑥　リスク管理の高度化に向けたＩＴ活用⑥　リスク管理の高度化に向けたＩＴ活用
１．平成１９年３月末に、新ＢＩＳ規制の信
用リスクアセット計算において、「標準的
手法」による算出を可能とし、同時に、
「基礎的内部格付手法」による試算を行
えるようにする。

１．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」の中に、信用リスク
担当コア・メンバー・チームを組成する。
２．「基礎的内部格付手法」に備え、データ蓄積とシ
ステム整備を進める。

経営管理
部

１．「新ＢＩＳ規制対応作業部
会」の設置

１．信用リスク・アセット
算出システムの開発

１．「標準的手法」に
よる自己資本比率の
試算

１．「基礎的内部格付
手法」に向けたデー
タ整備

１．「基礎的内
部格付手法」に
よる自己資本比
率の試算

１．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」を設置し、信用リスク・アセッ
ト算出のためのシステム構築を進めた。

○

取組方針及び目標 施策の概要 主管部
実施スケジュール 進捗

状況
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３．地域の利用者の利便性向上３．地域の利用者の利便性向上３．地域の利用者の利便性向上３．地域の利用者の利便性向上

実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年度

以降 １７年度上期～下期

（１）地域貢献等に関する情報開示（１）地域貢献等に関する情報開示（１）地域貢献等に関する情報開示（１）地域貢献等に関する情報開示
１．地方銀行の基本的な使命が地域へ
の円滑な資金提供と、質の高いサービ
スの提供にあるとの認識に立ち、引き続
き本業の銀行業務を通して地域経済・
社会の発展に貢献していく。こうした基
本認識のもとで、当行の経営姿勢や活
動の方針・内容について、地域顧客から
より深い理解を得るべく充実した情報開
示を行う。
２．地域顧客の利便性向上や信認の確
保のため、利用者の目線に立ったわか
りやすく、充実した情報開示に向け、
ホームページ等の活用を図る。

１．「リレーションシップバンキングの機能強化計
画」における「地域貢献に関する情報開示」での開
示方針・内容を踏まえつつ、開示項目の見直し、わ
かりやすさの向上を図るとともに、開示媒体として
「ディスクロージャー誌・ミニディスクロージャー
誌」、「ホームページ」、「講演会」、「決算関連資料」
等を活用し幅広い開示を目指す。
２．顧客利便性の向上に向け、顧客からの問い合
わせ等が想定される事項について検討し、Ｑ＆Ａを
ホームページ上に掲載する。

経営企画
部

１．開示内容・方法の検討・決
定
２．現在ホームページで開示し
ているＱ＆Ａの見直し

１．ミニディスクロー
ジャー誌による開示、
ホームページでの開
示、決算短信による開
示
２．ホームページで開示

１．ミニディスクロー
ジャー誌・ディスク
ロージャー誌による
開示、ホームページ
での開示、決算短信
による開示、「山梨中
銀講演会」における
開示
２．Ｑ＆Ａの見直しお
よびホームページで
開示

１．ミニディスクロー
ジャー誌による開
示、ホームページで
の開示、決算短信に
よる開示
２．ホームページで開
示

１．基本的に左
記枠組みを継
続するとともに、
地域顧客の評
価等を勘案する
なかで開示内
容・説明方法の
充実・向上を目
指す。

１．「リレーションシップバンキングの機能強化計画」における
「地域貢献に関する情報開示」の開示内容を踏まえたうえで
見直しを行い、見やすさの向上と内容の充実を図り、ミニディ
スクロージャー誌、ホームページ等で開示した。
２．問い合わせの多い質問事項を調査したうえでホームペー
ジ上のＱ＆Ａを見直し、新たな項目を追加して開示した。

○

（２）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立（２）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立（２）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立（２）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立
１．お客様からの苦情・要望をより一層
経営に反映するための態勢・仕組みを
向上させる。
２．お客様の満足度・ニーズを収集し、
新サービスの研究・開発等に活かしてい
く。

１．お客様からの苦情・要望を本部横断的により詳
しく分析し、事務取扱方法や顧客対応の具体的改
善策を所管部が検討する態勢を強化する。
２．お客様の潜在的なニーズや満足度を調査する
ため、一定数の対象先を抽出する形でアンケート
を実施する。

営業統括
部
経営企画
部

１．本部横断的に苦情・要望へ
対応する仕組みを構築
２．顧客アンケートの内容・実
施方法を検討

１．苦情・要望を業務改
善へ反映
２．顧客アンケートの実
施

１．苦情・要望等を基
にしたCS施策の策
定・実施
２．顧客アンケート結
果の分析

１．左記施策の継続 １．本部横断的な組織である｢顧客満足度向上プロジェクト
チーム｣を立上げ、新たな活動を開始した。
２．過去の苦情事例を分析し、苦情発生の根本原因および
深層にある問題点を抽出するとともに、今後の検討ポイント
を整理した。
３．営業店への終日臨店を行い、現場での問題点の洗出しと
現場指導を実施した。
４．個人のお客様の中から１万人を対象として、当行のイメー
ジ、商品・サービスの評価等に関するアンケートを実施し、結
果をとりまとめた

○

（３）地域再生推進のための各種施策との連携等（３）地域再生推進のための各種施策との連携等（３）地域再生推進のための各種施策との連携等（３）地域再生推進のための各種施策との連携等
１．地域経済の活性化・地域社会への
貢献という観点から、ＰＦＩ・指定管理者
制度・コミュニティビジネス等公共業務
の民間委譲に対する取組みを強化す
る。

１．公共業務の民間委譲や地域開発に対応する専
門部署の設置。
２．地方公共団体との情報交換による連携強化。
３．民間事業者に対する各種情報提供と支援。（民
間事業者の資金需要への対応）
４．山梨中銀経営コンサルティング（株）との連携強
化。

公務部 １．県立中央病院駐車場整備
運営ＰＦＩ事業への対応。
２．公共業務の民間委譲に関
する行員向け説明会議の開
催。
３．自治体、民間事業者向け
指定管理者制度セミナーの実
施。
４．公務部内に地域開発室を
設置。

１．指定管理者制度に
関する自治体、民間事
業者への支援、コンサ
ルティングの実施。
２． 制度融資の検討。
３． ＰＦＩ、コミュニティビ
ジネス等への協力、支
援。

１．ＰＦＩ、指定管理者
制度、コミュニティビ
ジネス等への協力、
支援。

左記取組策を継続 １．県立中央病院駐車場整備運営ＰＦＩ事業については継続
対応を実施し、新県立図書館ＰＦＩ事業については情報収集
を実施した。
２．「公共業務の民間委譲に関する説明会議」（行員向け研
修会議）を開催した。
３．（１）指定管理者制度活用セミナーを2回開催した。
（２）山梨中銀経営コンサルティング㈱による指定管理者制
度コンサルティング契約（自治体向け２件、民間向け２件）を
受託し、コンサルティングを実施した。
４．公務部内に地域開発室を設置した。
５．コミュニティビジネスへの対応として、（１）「山梨中銀ＮＰＯ
サポートローン」の取扱いを開始するとともに、（２）「やまなし
コミュニティビジネス推進協議会」へ参画した。

○

進捗
状況

取組方針及び目標 施策の概要 主管部
実施スケジュール
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（計数関連）

１．地域への信用供与の状況
①  貸出金残高 (億円、％)

平成18年3月末 平成17年3月末 平成16年3月末

総貸出金残高 (A) 14,800           14,301           14,325           

地域向け貸出金残高 (B) 8,860            8,984            8,849            

地域向け貸出金比率 (B)/(A) 59.86            62.82            61.78            
（注）「地域向け貸出金」とは、山梨県内の営業店舗における貸出金のことです。

②  業種別貸出金（平成18年3月末）
国内 (先、億円、％)

構成比

製 造 業 2,168            1,466            9.91             
農 業 222              38               0.26             
林 業 25               2                0.02             
漁 業 5                0 0.00
鉱 業 11               21               0.14             
建 設 業 2,311            848              5.73             
電気･ガス･熱供給･水道業 129              244              1.65             
情 報 通 信 業 83               68               0.46             
運 輸 業 261              454              3.07             
卸 売 ･ 小 売 業 2,377            1,439            9.72             
金 融 ･ 保 険 業 75               660              4.47             
不 動 産 業 1,238            2,061            13.93            
各 種 サ ー ビ ス 業 2,923            1,829            12.36            
国 ・ 地 方 公 共 団 体 40               1,672            11.30            
そ の 他 62,223           3,992            26.98            

地域向け (先、億円、％)

構成比

製 造 業 1,900            802              9.06             
農 業 218              37               0.42             
林 業 25               2                0.03             
漁 業 5                0 0.01             
鉱 業 5                4                0.06             
建 設 業 2,091            663              7.49             
電気･ガス･熱供給･水道業 106              24               0.27             
情 報 通 信 業 55               38               0.43             
運 輸 業 217              203              2.30             
卸 売 ･ 小 売 業 2,114            984              11.11            
金 融 ･ 保 険 業 27               66               0.75             
不 動 産 業 852              1,045            11.80            
各 種 サ ー ビ ス 業 2,563            1,187            13.41            
国 ・ 地 方 公 共 団 体 38               721              8.14             
そ の 他 55,085           3,076            34.72            

合  計
(除く特別国際金融取引勘定分)

100.00           

65,301           8,860            100.00           

先数 残高

残高先数

14,800           
合  計
(除く特別国際金融取引勘定分)

74,091           

16



③  中小企業等向け貸出金残高

国内 (億円、％)

平成18年3月末 平成17年3月末 平成16年3月末

中小企業等貸出金残高 (A) 10,049         9,711          9,471          

中小企業向け貸出金残高 (B) 6,056          6,013          5,793          

個人向け貸出金残高 (C) 3,992          3,698          3,678          

総貸出金残高 (D) 14,800         14,301         14,325         

中小企業等貸出金比率 (A)/(D) 67.89          67.90          66.12          

中小企業向け貸出金比率  (B)/(D) 40.92          42.04          40.44          

個人向け貸出金比率 (C)/(D) 26.97          25.86          25.68          

地域向け (億円、％)

平成18年3月末 平成17年3月末 平成16年3月末

地域の中小企業等貸出金残高 (A) 7,641          7,711          7,712          

地域の中小企業向け貸出金残高 (B) 4,564          4,807          4,853          

地域の個人向け貸出金残高 (C) 3,076          2,904          2,859          

地域向け貸出金残高 (D) 8,860          8,984          8,849          

地域の中小企業等貸出金比率 (A)/(D) 86.24          85.83          87.15          

地域の中小企業向け貸出金比率  (B)/(D) 51.51          53.51          54.84          

地域の個人向け貸出金比率  (C)/(D) 34.72          32.32          32.31          

（注）１．中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、サービス業は5千万円）以下の

        会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業は100人、小売業は50人、サービス業は100人）以

        下の会社及び個人であります。

（注）２．「中小企業向け貸出金」とは、中小企業及び個人事業主向けの貸出金のことです。

（注）３．「個人向け貸出金」とは、個人向けの非事業性貸出金のことです。
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２．地域のお客さまへの利便性提供の状況
①  預金残高 (億円)

平成18年3月末 平成17年3月末 平成16年3月末

総預金残高 23,089           22,801           22,061           

地域の預金残高 19,722           19,882           19,376           

（注）「地域の預金」とは、山梨県内の営業店舗における預金のことです。

②  国債・投資信託窓口販売残高

国内

平成18年3月末 平成17年3月末 平成16年3月末

国債・投資信託窓口販売残高 1,976            1,494            1,002            

国債 1,392            1,225            811              

投資信託 583              268              191              

地域向け

平成18年3月末 平成17年3月末 平成16年3月末

地域の国債・投資信託窓口販売残高 1,772            1,339            903              

国債 1,248            1,100            733              

投資信託 524              238              170              

（注）「地域の国債・投資信託窓口販売残高」とは、山梨県内の営業店舗における国債・投資信託窓口販売残高の

ことです。
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